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令 和 ５ 年 

第  ７  回 
入 間 市 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

開会・閉会日時 
令和５年７月２６日（水） 

午後３時００分開会・午後３時４５分閉会 

開 会 場 所 市庁舎 Ｃ棟５階 ５０３会議室 

議 長 中 田 一 平 

出席者の氏名及び席次番号 

中 田 一 平 （教育長）  髙 山   茂 （１番）   橋 本 清 美（２番） 

山 本 和 人 （３番）   齋 藤 良 徳 （４番） 

委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名 

教育部長  浅 見 嘉 之 

教育部次長  佐 藤 政 史 

教育部参事兼学校教育課長  山 崎 大 志 

教育総務課長  宮 元 良 知 

教育部副参事（学校統廃合担当）  中 村 正 幸 

教育部副参事（教職員指導担当）  金 岡 広 道 

教育部副参事（子ども未来室担当）  岡 崎 公 伸 

学校給食課長兼学校給食センター所長  宮 岡   弘 

社会教育課長  浅 川 英 雄 

博物館長  澤 田 和 也 

図書館長  平 岡 康 子 

欠席した者の氏名 

なし 

傍聴人の有・無 

 なし 

書 記 教育総務課 秘書・総務担当 主任 原 啓太 
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議 題 及 び 議 事 の 大 要 

 次の日程により審議され、主な議題、議事については次のとおり 

 １ 開会 

 ２ 会議録の署名 

定例会（６／２８）の会議録 教育長、１番委員署名 

３ 会議録署名者の決定 

    本日の署名者 教育長、２番委員 

 ４ 教育長報告 

（１）令和５年度埼玉県都市教育長協議会 第１回定例協議会について（７/７ 桶川市） 

（２）令和５年度第３回西部教育事務所管内市町村教育委員会教育長会議について 

（７/１０ ときがわ町） 

（３）「令和５年度子ども大学さやま・いるま」について（入学式） 

（７/２２ 東京家政大学狭山校舎） 

５ 職務代理者及び委員報告 

 ６ 事業等報告 

（１）主要行事予定について 

（２）令和４年度第５回入間市学校統合委員会（西武地区中学校）について 

（３）令和５年度第１回（通算第６回）入間市学校統合委員会（西武地区中学校）について 

（４）入間市博物館・学校連携事業研究委員会 正副委員長について 

（５）入間市博物館協議会正副会長について 

７ 議案【公開】 

議案第２９号  令和６年度使用小学校用教科用図書の採択について（原案可決） 

 ８ 議案【非公開】 

議案第３０号  入間市人権教育推進協議会委員の委嘱について（原案可決） 

９ 事務局報告 

次回の日程  ８月定例会 ８月２５日（金）午前１０時００分 

１０ 閉会 
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主 な 報 告 及 び 議 事 の 要 旨 

開         会 

教育長 ただいまの出席者は５名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和５年入間市教育委員会７月定例会を開会いたします。 

会 議 録 の 署 名 

教育長 

 

６月定例会の会議録について、何かご意見、ご質問はありますか。 

（全員なし） 

会議録署名者の決定 

教育長 本日、７月定例会の会議録署名者は、教育長と２番委員を指名します。 

教 育 長 報 告 

１ 令和５年度埼玉県都市教育長協議会第１回定例協議会について（7/7） 

７月７日、桶川市響きの森において、「埼玉県都市教育長協議会第１回定例協議会」が

行われました。 

内容としては、教育長の退任・着任による会員異動報告、県教育局からの情報提供、生

成ＡＩへの対応策及び部活動の地域移行に関する意見交換が行われ、その後、埼玉県都市

教育長協議会としての要望書を国及び県に提出する運びとなりました。 

続いて、教育研究部会が第１部会「教育行財政・教育施設」、第２部会「学校教育」、

第３部会「生涯学習」に分かれ、研究協議が行われました。私は、第２部会「学校教育」

に所属し、『令和の日本型学校教育』をテーマに視点を定め、部会員の皆さんと２年間か

けて研究を推進していきます。 

２ 令和５年度第３回西部教育事務所管内市町村教育委員会教育長会議について（7/10） 

７月１０日、ときがわ町玉川公民館において、「西部教育事務所管内市町村教育委員会

教育長会議」が行われました。 

内容としては、県小中学校人事課長並びに西部教育事務所長からの埼玉県の教職員人事

に関する情報提供、総務・人事・学事担当からの情報提供、教育支援・学力向上推進担当

からの情報提供・報告事項でした。 

段階的な定年延長にともない今年度末での定年退職者はいませんが、公立学校教員の採

用は行い、令和６年度は１７０５人を採用する見込みです。選考試験の志願者数は昨年度

の５８６８人から３５１人減少し、５５１７人と厳しい状況ですが、志願倍率は採用見込

み数が昨年度から２２２人減ったため、昨年度の３．０倍から３．２倍と若干上昇する結

果となりました。 

学校の教職員の仕事が魅力あふれる仕事であると認識されるよう教職員定数の改善を

はじめ、勤務環境の改善を図り、子どもたちの未来を創る教職員のやりがいについて積極

的に発信することが不可欠であると再認識しました。 

３ 「令和５年度子ども大学さやま・いるま」について 

７月２２日、東京家政大学狭山校舎において、令和５年度子ども大学さやま・いるま入

学式が行われ、狭山市と入間市の代表児童が、子ども大学での学びに向かう決意を述べる

など、約６０名の児童による入学式が盛大に行われました。 

大学という非日常的な環境の中での体験を通して、全ての子どもたちが、学ぶことの楽

しさや新しい仲間との交流のすばらしさを実感できることを願っています。 

今後は、８月１９日と９月２日に東京家政大学狭山校舎にて活動を行う予定です。 
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教育長 

 

何かご意見、ご質問はありますか。 

（全員なし） 

職務代理者及び委員報告 

教育長 

髙山職務代理者 

 

 

 

教育長 

職務代理者及び委員のみなさんから、何かご報告はありますか。 

７月１０日に、入間市交通安全対策推進協議会総務部会に出席しま

した。７月１８日と１９日には第１３地区教科書用図書採択協議会に

出席しました。また、７月１２日に、教育委員４名が埼玉県市町村教

育委員会教育委員研究協議会に出席しました。 

他に何かありますか。 

（全員なし） 

事 業 等 報 告 

教育部次長より 

（１）主要行事予定について 

   主要行事予定について報告 

（２）令和４年度第５回入間市学校統合委員会（西武地区中学校）について 

   令和４年度第５回入間市学校統合委員会（西武地区中学校）について報告 

（３）令和５年度第１回（通算第６回）入間市学校統合委員会（西武地区中学校）につい   

   て 

   令和５年度第１回（通算第６回）入間市学校統合委員会（西武地区中学校）につい

て報告 

（４）入間市博物館・学校連携事業研究委員会 正副委員長について 

入間市博物館・学校連携事業研究委員会 正副委員長について報告 

 （５）入間市博物館協議会正副会長について 

    入間市博物館協議会正副会長について報告 

※（２）及び（３）については、学校統廃合担当副参事より報告 

教育長 

髙山職務代理者 

 

学校統廃合担当副参事 

 

 

 

髙山職務代理者 

 

学校統廃合担当副参事 

髙山職務代理者 

学校統廃合担当副参事 

 

橋本委員 

 

教育長 

何かご意見、ご質問はありますか。 

入間市学校統合委員会に関して、校章や校歌については、次回の委員

会で提言をもらうということでしょうか。 

次回の委員会では校章と制服について提言をとりまとめていただく

予定です。これまでの委員会で、制服については、現状より安価、軽く

て、素敵なデザインで、新たに作ってほしいなどの意見をいただいてお

り、これらの意見に沿って、提言がとりまとめられる予定です。 

現在の西武中学校とも野田中学校とも異なる制服を新しく作るとい

うことでしょうか。 

具体的なデザインについては学校において決定することとなります。 

校歌についても次回の委員会で提言をいただく予定ですか。 

校歌については１２月の委員会で提言をとりまとめていただく予定

です。 

西武地区中学校の学校統合に関して、歩道のない道路上で通学路の安

全確保のため、オレンジ棒の設置を検討していただきたいです。 

他に何かありますか。 

（全員なし） 

議         案【公開】 

 

教育長 

議案第２９号 令和６年度使用小学校用教科用図書の採択について 

提案理由の説明をお願いします。 
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教育部長 

 

教育長 

 

 

令和６年度から小学校で使用する教科用図書について採択したいの

で、この案を提出するものです。 

何かご意見、ご質問はありますか。 

（全員異議なし） 

議案第２９号 原案どおり可決します。 

議         案【非公開】 

教育長 次に、非公開の１件の議案審査に入ります。 

議案第３０号は、人事及び個人の秘密に係る事件であるため、入間市

教育委員会会議規則第１７条により、非公開にしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（全員異議なし） 

 

 

議案第３０号 入間市人権教育推進協議会委員の委嘱について 

（非公開） 

教育長 議案第３０号の議案審査が終了しましたので、これより会議を公開し

ます。 

そ の 他 

教育長 

山本委員 

 

 

社会教育課長 

 

橋本委員 

 

 

 

社会教育課長 

山本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様より、何か報告などはありますか。 

本市にも社会教育主事が配置されていると思いますが、社会教育主事

の職務内容についてお聞きしたいです。この場での回答が困難であれば

次回の定例教育委員会までに回答をいただけばと思います。 

社会教育主事は複数課に配置されているため、次回の定例会で回答し

ます。 

各地区センターに、総合相談窓口が設置されていると思いますが、市

民への周知は十分にされていますか。公民館だより等を見ても、総合相

談窓口に関する記事はほとんどありません。公民館だよりなどで、総合

相談窓口の広報をしていただきたいです。 

地区センターだよりにご意見を反映できるよう取り組んでいきます。 

地区センターに公民館があるものと認識していますが、市長と話をし

た際に、市長より公民館機能とするか公民館とするかという表記の問題

ではなく、実際に社会教育が行われているかが重要である旨の話があり

ました。この市長の認識は誤りではないかと思います。実際に社会教育

活動が行われることが大事なのは当然ですが、公民館ではなく、公民館

機能で良いということでは、看板にも掲げられている公民館はどこに存

在しているのかが分かりません。７月発行の地区センターだよりを見て

も、囲碁大会などが地区センターの催しとして掲載されています。また

今年４月に発行された地区センター開設に関する広報も誤りではない

かと思います。地区センターは複合施設とうたっていますが、だとすれ

ば公民館も当然、複合施設の１つに含まれるものと考えられます。これ

が公民館機能となってしまうと、施設としては算入されていないことに

なってしまいます。他市を見てみると、狭山市の市民交流センターでは

地区センターもありますし、公民館もあれば、男女協働参画推進センタ

ーもあります。また、複合施設としてそれらの名称が掲げられています。

複合施設というからには、施設としては地区センターのみで、公民館機

能やこんな機能がありますというのはおかしいです。地区センターは複

合施設であり公民館などの施設もあるということなのか、複合施設では

なく地区センター単独施設で、公民館は存在しないということなのか、
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橋本委員 

 

教育部長 

教育長 

はっきり示していただきたいです。 

国で生成ＡＩに係るガイドラインが策定されましたが、入間市におけ

るガイドラインは策定していますか。 

入間市におけるガイドラインは策定していません。 

他に何かありますか。 

（全員なし） 

事 務 局 報 告 

教育長 

図書館長 

教育部長 

 

教育長 

事務局より、何か報告はありますか。 

図書館だよりを作成しましたのでお配りします。 

８月の教育委員会定例会を８月２５日（金）午前１０時００分から５

０３会議室で予定しています。 

８月の教育委員会定例会への出席について、ご配慮をお願いします。 

他に何かありますか。 

（全員なし） 

閉       会 

教育長 以上をもちまして、教育委員会７月定例会を閉会します。 

 

 


